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－A市の未就学児における発達支援－ 
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要要  旨旨：近年未就学児の発達支援は注目が集まり，法整備が行われたり，メソッドが開

発されたりしている．本論文では，日本における発達支援の動向を踏まえ，筆者が勤務し

ている A 市の未就学児における発達支援の現状やシステムを明示した．その中で，発達
支援事業における利用の低年齢化や事業の拡大化，コロナ渦における支援，ケースの複雑

化などの課題を抽出した．また，A市の発達相談や親子グループを利用している保護者に
対し，利用に関するアンケート調査を行った．そして保護者のニーズを踏まえた今後の発

達支援の在り方について検討した．その結果，誰もが必要としている支援を受けることが

できる施設やシステムの構築と運用というハード面と，個に応じたきめ細やかな支援とい

うソフト面の両者の充実が求められることが示唆された．

KKeeyy  WWoorrddss：： 未就学児支援，親支援，発達相談，親子支援グループ，

地域の取り組み

● 

ⅠⅠ．．ははじじめめにに  

１１．．発発達達支支援援  

近年では，発達支援の重要性やメソッドにつ

いて研究が進み，全国各地で自治体や民間での

発達支援事業が盛んになっている．平成 28 年
に改正された発達障害者支援法では，「発達支

援とは，発達障害者に対し，その心理機能の適

正な発達を支援し，及び円滑な社会生活を促進

するため行う個々の発達障害者の特性に対応

した医療的，福祉的及び教育的援助」と明記さ

れている．また，同法第 13 条には「都道府県
及び市町村は，発達障害者の家族その他の関係

者が適切な対応をすることができるようにす

ること等のため，児童相談所等関係機関と連携

を図りつつ，発達障害者の家族その他の関係者

に対し，相談，情報の提供及び助言，発達障害

者の家族が互いに支え合うための活動の支援

その他の支援を適切に行うよう努めなければ

ならない」と明記されている．このように，当

事者のみの支援ではなく，その家族その他の関

係者を含めて必要な支援を受けることが望ま

れる．また，発達障害のある子どもを育てる親

きょうだいについては，定型発達群の同集団と

比較した場合，ストレスなど心理的負荷のリス

クが高いとされている．井上(2019)は，支援者
は当事者のみならず，親やきょうだいが抱くニ

ーズも把握し，家族全員が適応的な生活を送れ

ることを目指すべきだと述べている．

２２．．早早期期のの発発達達支支援援  

 発達支援の中でも，近年とりわけ注目されて

いるのが「発達障害における早期発見・早期支

援」である．発達障害者支援法のなかでも，早

期発見・早期支援について重要事項として掲げ

られており，自治体に求められる指針が明確に

定められるようになった．また，研究において

も，乳幼児期から実施できるスクリーニング検

査や，早期療育，ペアレント・トレーニングな

どの盛んに開発され，実績が積まれてきている．

なかでも，自閉スペクトラム症(ASD)児とその
親に対する超早期支援として，JASPER(Joint 
Attention, Symbolic Play, Engagement, and 
Regulation) ， ESDM(Early Start Denver 
Model) ， PCIT(Parent-Child Interaction 
Therapy Model)などが注目を集めている． 
乳幼児は，自分の情動に応答してくれる他者
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と情動共有することが心の理解の発達促進メ

カニズムとなり，情動共有を伴う社会的相互作

用は，乳幼児の社会的コピテンスや間主観性を

促進させる(Legerstee, 2005)3)．ASD児は社会
的相互作用が乏しく，情動の共有にも困難をも

っている．そのため，ASD児をもつ母親は，子
どもと情動的につながっていると感じにくい

という課題を抱えている．そのため，乳幼児期

から親子支援プログラムを行うことは子ども

の自閉症状を軽減するだけでなく，親の育児困

難の軽減についても効果があることが指摘さ

れている(尾崎, 2017)4)． 
 井上(2019)2)は，幼児期の一番はじめの支援を

「気づき段階の支援」とし，この時期の親は多く

の葛藤や不安，ストレスに直面するとしている．

また「気づきの支援」は専門機関や医療機関へ行

かせることから始まるのではなく，親の気持ち

や日常の育児の大変さを共有し，親の頑張りを

認め，不安な気持ちを聞いてみる，個別的な配慮

を一緒に考えてみる，など支援のきっかけづく

りをしていくことが大切としている． 
 このように，幼児期における発達障害の早期

発見・早期療育は親支援がとても重要であり，

親支援についてはかなりの繊細さや緻密さが

求められると共に，個々のケースに応じた多様

な支援の在り方が求められる． 
 
３３．．自自治治体体のの取取りり組組みみ  

平成 25年から 27年にかけて，厚生労働科学
研究障害者対策総合研究事業「発達障害児とそ

の家族に対する地域特性に応じた継続的な支

援の実施と評価」の研究結果をもとに，提言「発

達障害児とその家族に対する地域特性に応じ

た継続的な支援のあり方」 が作成された．そこ
では，自治体を「政令指定都市」「中核市・特例

市・特別区」「小規模市」「小規模町村」の４つ

のグループに分け，地域の特性を分析し，発達

障害支援の現状を調査・比較することで，自治

体規模に応じた支援システムのあり方検討さ

れている． 
そのなかで中核市(特例市)，特別区に求めら
れることとして，全直接支援機能(発見・子育て・
専門療育・医療・統合保育・教育・相談)の整備，
中核市は地域支援機能と専門診療機能を備え

た市立・区立の児童発達支援センターを設置な

どが挙げられている．ここでは，地域の中で子

育てや発達支援を行っていくことが明記され

ており，現在，自治体において児童発達支援セ

ンターが次々に出来てきている．児童発達支援

センターとは，児童福祉法児童福祉法第 43 条
で定められた児童福祉施設である．地域の中核

的な療育支援施設として，障害児とその家族の

ための相談や療育など，総合的な支援をしてい

る．このことは，自治体が医療や福祉，教育な

どの分野が連携を図り，包括的に家族支援を行

っていく方向に舵を切ったと捉えられる．  

 
４４．．発発達達相相談談・・親親子子支支援援ググルルーーププ  

 自治体によりシステムや運営元は異なるも

のの，現在多くの市区町村には発達に課題を抱

えている子どもとその親を対象とした「発達相

談」の事業がある．発達相談は，主に心理士，

言語聴覚士，理学療法士，作業療法士，保育士，

保健師等の子どもの発達の専門家が相談員と

して相談を請け負うことが多く，市民の誰でも

が利用することができる事業である．発達相談

は，養育者である親と当事者である子が一緒に

施設に来所する．相談員は子どもの遊びの様子

を観察したり，場合によっては一緒に遊んだり

し，その子のアセスメントを行う．同時に，養

育者の抱えている悩みや不安を聞き取り，具体

的な支援について助言を行う．また，場合によ

っては医療や療育先などの関係機関に繋ぐこ

ともある．相談回数はケースによって異なった

り，自治体で回数が決まっていたりするが，多

くは継続的に相談を受けられる場合が多い．発

達相談の利用の流れも自治体によって異なる

が，多くは1歳６か月児健診や３歳児健診の際，
子どもの発達に不安を抱える親が健診の担当

から紹介されて，発達相談が利用される．その

他には，保護者自ら直接申し込む場合や，子ど

もが通園している保育園や幼稚園から紹介，療

育や医療機関からの紹介などのケースもある．

いずれにしても，まずは保護者の方から相談の

依頼を受けて開始されることとなる． 
 また，自治体によってシステムは異なるもの

の，発達相談と共に，発達に課題がある子とそ

の親を支援する「親子支援グループ」を行って

いることが多い．おおよそ 10 組程度の親子が
参加し，保育士が遊びのリーダーを務め，保健

師と心理職が親子の遊びを支援する形式がと

られる．整った環境のもと，親子で自由遊びや

設定遊びに参加してもらう．そこで親子のアセ

スメントを行いながら，子どものよいところや

課題を親と共有したり，関わり方や支援の仕方

について助言を行ったりする． 
芦澤(2006)は「発達相談や親子支援グループ
によるフォローの対象になる親子は，①子ども
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発達相談と親子支援グループにおける親のニーズと今後の展望 

から発達上の問題が疑われる場合，②養育者の

育児スキルが未熟であることが，子どもの発達

に影響している場合，③養育者自身が未解決な

心理的な問題を抱え，養育や子どもの発達に影

響している場合の３つのタイプに大別できる．

この３つタイプは複雑に重なり合うことが多

い」と，述べている．近年，家族の多様化や精

神的な病を抱える養育者が増える中，単に子ど

もの発達課題へのアプローチを行うだけでは

なく，養育者のもつ背景や現在の状態を踏まえ

た支援の必要性が増している． 
このような状況を踏まえ，本研究では，A市
における未就学児の発達支援事業に着目し，そ

の実態と発達相談や親子支援グループを利用

している親のニーズを把握し，発達支援事業の

課題と今後の展望について検討する． 
 

● 

ⅡⅡ．．AA市市のの発発達達支支援援事事業業  

 
１１．．発発達達支支援援事事業業  

 筆者が発達相談員として勤務している A市
は，東京都多摩西部に位置し，人口は約 18万
人である．未就学児における発達支援は，A市
子ども家庭支援センターの子ども家庭部に発達

支援係として位置づけられている．職員は保健

師(1名)，保育士(4名)，心理士(5名)，言語聴
覚士(2名)，理学療法士(1名)，パート保育士(5
名)で構成されている．保健師，保育士，心 

理士は基本週 5で勤務を行い，言語聴覚士，理
学療法士は月１勤務，パート保育士は週 1～3
適度の勤務している． 
 当係の事業は「発達相談」「巡回保育相談」「5歳
児相談」「発達支援親子(あそびのグループ)・就学
支援グループ」「発達支援連携事業」の５つがある．

Fig.1に当係の事業と連携機関について示す． 
１）発達相談 

 A市の発達相談は未就学児を対象に，保護者
からの相談を受け，相談内容に対応すると共に，

年齢や個々の状態像などに応じた適切な支援

へとつなげていくことを目的としている．イン

テーク面談では子とその保護者に来所しても

らい，これまでの発達の経緯や，現在の様子，

保護者が困っていることなどを聞いていく．面

談を担当するのは，保健師又は保育士１名と心

理士 1名である．インテーク面談の前半は，保
健師又は保育士が保護者から聞き取りを行い，

心理士は子どもと遊びながらアセスメントを

する．後半は役割を交代し，心理士が保護者に

子どものアセスメントについてより具体的に

聞き取りを行ったり，関わり方や支援の助言な

どを行ったりする．保健師や保育士は，子ども

との遊びをより展開させたり，遊びの終わらせ

方や場面の切り替えの様子を観察したりする． 
 発達相談はほとんどが継続相談になる．子ど

もや保護者のニーズによって，１～３か月に１

度のペースで来所してもらう．２回目以降の相

談においては，インテーク面談で対応にあたっ
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た心理士１名がケースを引き続き担当する． 
 発達相談の中には専門相談の「ことばの相談

(ＳＴ相談)」と「からだの相談(ＰＴ相談)」もあ
り，必要に応じて並行して利用することもでき

る．「ことばの相談」は言語聴覚士が担当してい

る．主に構音や吃音に課題がある子どもの相談

に応じている．「からだの相談」は理学療法士が

担当している．主に，運動発達や体幹や筋力に

課題のある子どもの相談に応じている．これら

の相談は，心理士による発達相談を受けてから

利用するシステムになっている．心理士が全体

的なアセスメントを行った上で，言語聴覚士や

理学療法士にその内容を引き継いでいる． 
 発達相談は家庭での対応に対する助言と共に，

必要に応じて関連機関に繋ぐ役割もある．児童

発達支援事業や通園施設，専門医療機関，保育園

や幼稚園，就学相談，家庭のサポート事業など関

連機関もさまざまである．逆に関連機関の方か

ら，発達相談を紹介する場合もあり，関係機関と

の連携は重要である．また，発達相談の紹介につ

いては，Ａ市で行われている１歳６か月健診，３

歳児健診からのケースも多くある． 
２）保育巡回相談 

 保育巡回相談は，市内の認可保育園(37 園)，
認証保育所(5園)，幼稚園(11園)を対象に，巡回
園の職員の相談に応じ，適切な指導内容等につ

いてアドバイスを行うことを目的としている．

上記の対象園以外にも，市内の小規模保育園や

企業型保育園，市外のＡ市在住で発達相談を利

用している子どもが通う保育園や幼稚園にも

臨時で巡回を行うこともある．回数は各園につ

き年２回程度である．巡回相談を担当する相談

員は，保育士又は保健師１名と心理士１名であ

り，園ごとに担当が決まっている．保育巡回相

談の流れは，当日までに，園側から気になる子

どもの状態像や質問について書面に書いても

らうところから始まる．そして巡回日当日は，

午前中に相談員が各園に出向き，保育の実際の

様子を観察する．午後に園内の一室において園

の職員(園長，主任保育士，担任保育士等)と相
談員がカンファレンスを行う．新型コロナウイ

ルスの影響により，2020 年度からは午後のカ
ンファレンスは電話で行っているが，今後は動

向を踏まえつつ，対面でのカンファレンスに戻

していく方向である． 
 巡回時，発達相談を利用している子どもにつ

いても，保護者の了承が得られれば，観察した

り，職員に個別に支援方法について助言を行う

場合もある． 

３）５歳児相談 

 ５歳児相談は，５歳児(年中児)を対象の保護者
を対象に，希望制で子どもの発達についての相

談を通園先の園に出向いてアドバイスを行うこ

とを目的としている．市内在住の５歳児の保護

者を対象としているため，市外の園に通ってい

る人も利用できる事業となっている．新型コロ

ナウイルスの影響により，2020年度からは対面
での相談を電話相談に切り替えている．そのこ

とで，保護者が相談を利用しやすくなったメリ

ットもあったため，５歳児相談については，今後

も電話相談を継続していく方向にある．５歳児

相談では，上記のように初回は電話相談であり，

発達相談と比較すると，単発の相談で終了とな

るケースも多い．一方で，電話相談を継続したり，

発達相談に移行したりするケースもある． 
 ５歳児相談はＡ市独自の事業であり，５歳児

の健診や相談については，自治体によって取り

組みが異なる現状がある．５歳児は，３歳児健

診と就学前健診の間の期間であり，保育園等の

集団生活も活発さを増す時期である．集団生活

の中での課題も出現しやすい時期でもあり，認

知行動特性や発達障害の疑いなどが懸念され

やすい．そのため，５歳児相談は発達課題の早

期発見，早期介入についても重要な意味をもっ

ている．また，５歳児相談は，通園先を通して

申し込む形式になっているため，通園先の方か

ら保護者に紹介する場合もある．５歳児相談は

通園先と保護者が子どもの課題を共有する機

会を作る役割も担っている． 
４）発達支援親子グループ(あそびのグループ)， 

就学支援親子グループ 
発達支援親子グループ(あそびのグループ)は，
発達相談を利用している子どもとその保護者

を対象とし，発達段階に応じたプログラムに保

護者と子どもが参加する中で，子どもの成長・

発達を援助することを目的としている．就学支

援親子グループは，発達相談を利用している年

長児とその保護者を対象とし，就学に向けて発

達段階に応じた学習態勢の形成を促すことを

目的としている．また，いずれのグループにお

いても，グループ中やその前後において，保護

者からの相談を受け，家庭での育児支援や適切

な支援に繋げていくことも重要視している．1
グループにつき定員は 8 組(子どもと保護者 1
名)であり，担当している職員は主に保育士 3～
4 名と心理士１名である．グループ活動は保育
士が担い，心理士はその様子を観察し，グルー

プ後に保育士とカンファレンスを行う．新型コ
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ロナウイルスの影響により，現在は隔週(月 2回
程度)で人数を制限して行っている．グループの
主な内容は，「自由遊び」「設定遊び」「個別課題」

「あつまり(おわりの会)」が基本となり，それ
ぞれの発達段階やそのグループの状況に応じ

て内容を変化させている． 
発達親子支援グループについては，概ね 1歳
児から 2歳児を対象にした「遊びの中で色々な
感覚を使ったり，興味の幅を広げるグループ(う
さぎグループ)」，概ね 2歳児から 3歳児を対象
にした「他者と一緒に目的的な遊びを展開した

り，やりとりを増やしていくグループ(こぐまグ
ループ)」，年中児を対象とした「集団の中で他
者を意識して関わったり，大人の指示を聞いて

理解して取り組むグループ(ぱんだグループ)」
の３つにグループ分けられている．年中児グル

ープ以外は親子共に同室での参加になる．年中

児グループは，母子分離で子どものみがグルー

プに参加し，グループ後に保護者に職員がフィ

ードバックを行っている．また，定期的に保護

者会を設け，保護者全体に向けてグループの目

的や内容，子どもたちの変化等を周知したり，

保護者の交流を促したりしている． 
就学支援親子グループも，年中児同様に母子

分離で行っている．フィードバックや保護者会

に加えて，ペアレントメンターとの交流会や就

学に向けての情報提供の機会も設けている． 
５）発達支援連携事業 

発達支援連携事業とは，市内医療機関との連

携であり，提携している発達専門医療機関と子

どもや保護者，それぞれの事業等の情報共有を

行っている．発達支援係の職員と医療機関の医

師や心理士と共に年に4回連携会議を設けてお
り，そこでケースについてカンファレンスを行

う．また，発達相談から医療機関にケースを繋

ぐ際には，保護者の同意の下，情報提供書を作

成し，送付する．受診後，医療機関から受診報

告書を受け取る仕組みになっている． 
 

２２．．ＡＡ市市ににおおけけるる近近年年のの未未就就学学児児のの発発達達支支援援のの傾傾向向  

１）低年齢化 

 近年，インターネットの普及により，SNSか
ら子育てや発達障害についての情報を入手す

る保護者が多くなっている．そのことによって

か，子どもの発達について不安を感じる保護者

も増えており，子どもの年齢も低くなっている．

実際，A市の発達相談にも，1歳児半健診前の
子どもに対する発達相談の問い合わせも増え

てきている．また，療育についても早期から開

始したいという希望も増えており，実際 1歳児
や 2歳児の利用も増えているようである． 
２）児童発達支援事業の充実 

 近年，民間の児童発達支援事業は大幅に増え

ている．児童発達支援事業とは，発達が気にな

る子どもとその家族への支援を専門に行い，身

近な療育の場として機能している．医療機関の

療育と異なり，利用する側の敷居が低く，利用

回数も週１程度と頻繁に利用できることがメ

リットとなっている．また，2019年 10月より，
児童発達支援事業の利用が 3歳から 5歳の幼児
については無償化の対象になったことも，利用

しやすくなった要因の一つであろう． 
３）コロナ渦の課題 

 2020 年，新型コロナウイルスの感染拡大に
より，未就学児とその保護者を取り巻く環境は

大きく変化した．保育園や幼稚園は休園になり，

地域の子育てひろばなども利用が制限され，家

族以外の誰かと会うことが難しくなった．その

ことから，子どもと保護者は社会から孤立する

事態が招かれ，子どもは乳幼児期に育まれる遊

びの経験が不足し，保護者は身近に頼ったり相

談したりする場が失われた．現在，少しずつコ

ロナ以前の生活に戻りつつあるものの，その時

期に経験した孤立した生活は，現在さまざまな

場面で影響が出てきている． 
４）ケースの複雑化 

 近年，家庭環境は多様化している．核家族化

が進み，保護者の年齢や所得の幅も拡大し，保

護者の背景もさまざまである．また，精神疾患

や発達障害をもつ保護者も増えている．それに

伴い，発達支援においても，単に子どもの発達

のみにフォーカスするのではなく，保護者の背

景や実態に応じた支援を提供していくことが

求められている．また，保護者や家庭の実態が

子どもにもたらす影響は大きく，家庭環境や愛

着の課題が子どもの発達に影響するケースも

増えてきている．特に，発達障害と愛着障害を

併せもつ子どもの支援はとても難しく，デリケ

ートな支援を要することとなる． 
 
３３．．保保護護者者ののニニーーズズ  

これらのＡ市における近年の発達支援の傾

向を踏まえつつ，実際に発達相談や親子支援グ

ループを利用している保護者にアンケート調

査を実施し，今後の発達支援の在り方について

検討を行った． 

１）方法 

対対象象：：Ａ市の発達相談と発達支援親子グループ
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(あそびのグループ)又は就学支援親子グループを
並行して利用もしくは参加している保護者 43名． 
実実施施期期間間：：2022年 8月～10月 
手手続続きき：：親子グループの来所時に個別で保護者

にアンケートの依頼を行った．アンケートは，

Ａ市の今後の発達支援の在り方について検討

することを目的とすること，アンケートの回答

は任意であり，個人が特定されたり，アンケー

トに参加しないことで不利益な対応を受けた

りすることがないことを説明した．そして，次

回の親子グループ(2 週間後)時にアンケートを
記入し，アンケート回収箱に提出してもらうよ

うに依頼した． 
アアンンケケーートトのの内内容容：：アンケート内容は，子ども

の年齢と発達相談を利用したきっかけに加え

て，以下の点について尋ねた．「a. 発達相談を
利用してよかったか」「b. 親子グループを利用
してよかったか」「c. 親子グループに参加して
大変だったことや困ったことはあったか」「d. 

発達相談や親子グループに参加して，子どもへ

の新たな気づきはあったか」「e. 発達相談や親
子グループで得たものを，家庭で生かせたこと

はあったか」「f. 今後，発達相談や親子グループ
に期待することはあるか」 

a.から f.の質問には，「はい」「いいえ」「どち
らでもない」の3つの選択肢から選んでもらい，
その理由について自由記述を求めた． 
結結果果のの整整理理：：アンケート全体において，各項目

における選択肢の合計とその割合を算出した．

また，低年齢群と高年齢群に分けて比較を行っ

た．各アンケートの自由記述から，保護者の発

達支援や親子グループに対する思いや考えを

分析した． 
２）結果 

 アンケートの回収率は43人中23名で53.5％で
あった．子どもの平均年齢 3.78歳であり，2歳児
4名(17％)，3歳児６名(26％)，4歳児 5名(22％)，
5歳児７名(30％)，6歳児１名(4％)であった． 

FFiigg..33  質質問問にに「「よよかかっったた」」ままたたはは「「ああっったた」」とと答答ええたた年年代代別別のの割割合合  

FFiigg..22  発発達達相相談談及及びび親親子子ググルルーーププにに関関すするるアアンンケケーートト結結果果  
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 発達相談を利用したきっかけは，「自分で調

べた」が７名(30％)，「地区担当保健師からの紹
介」が７名(30％)，「幼稚園・保育園からの紹介」
が 6名(26％)，「病院からの紹介」が 2名(9％)，

「兄弟が発達相談を利用していた」が１名

(４％)であった． 
その他のアンケート項目の合計をFig.2に示す．
また，２歳児から４歳児までの低年齢群と５歳

TTaabbllee  11  各各項項目目ににおおけけるる自自由由記記述述のの回回答答  

 
 
 
 
 
 

ff..  期期待待すするるこことと  
「「ああるる」」のの回回答答  
・グループの回数を増やしてほしい(2)       ・子どもの成長を促してほしい(2)  
・子どもが他児と関われる時間を増やしてほしい(1)  ・新しい遊びを教えてほしい(1) 
・子どもの見立てをはっきり教えてほしい（1）     ・手作りおもちゃの作り方を教えてほしい(1)  
・グループの様子を HPにアップしてほしい(1)      ・子どもと離れて相談がしたい(1) 
・支援を必要としている家族に支援を行き届けてほしい(1) 

 

aa..  発発達達相相談談のの利利用用 bb..  親親子子ググルルーーププのの参参加加 
「「よよかかっったたこことと」」のの回回答答    
・子どもの相談ができ安心できた(8) 
・子どものことをより理解できた(3) 
・子どもへの対応の仕方がわかった(3) 
・母自身の考えが整理された(2) 
・定期的に同じ相談員に相談ができる(2) 
・専門的なアドバイスがもらえる(2) 
・個人の成長をゆっくり見守ることができる(1) 
・他関係機関を紹介してもらった(1) 
 
「「わわかかららなないい」」のの回回答答  
・子どもに発達障害があることを認めた気持ち
になった(1)  

「「よよかかっったたこことと」」のの回回答答  
・子どもの理解が深まった（6） 
・子どもが大人や他児と関わる経験ができた(6) 
・子どもとの関わり方や遊び方がわかった(4) 
・スタッフから子どもが丁寧に向き合ってもらえ
る(3) 
・子どもの成長を伸ばしてもらえる(2) 
・親子で触れ合える時間ができた(2) 
・子どもが楽しんで参加している(1) 
・子どもが気持ちを切り替える経験ができた(1) 
・他児とその母の関わりを見ることができた(1) 
・母が他児の母との交流ができた(1) 
・母がスタッフに相談できる(1) 
・子どもの成長や変化が実感できた(1) 
・普段の生活に活用できた（1） 
 
「「わわかかららなないい」」のの回回答答  
・参加回数が少ないためまだわからない(1)  

cc..  大大変変ななこことと・・困困っったたこことと  
「「ああっったた」」のの回回答答    
・子どもとの関わり遊びが体力的に負担 (3) 
・習い事など他の用事との日程調整(2) 
・子どもが行きしぶることへの対応(1) 
・場所が遠い(1) dd..  子子どどもものの新新たたなな気気づづきき  

「「ああっったた」」のの回回答答  
・子どもの良いところ(10) 
・子どもの得意なことや苦手なこと(4) 
・子どもの好きな遊び(2) 
・子どもの行動の心理過程(2) 
・子どもが大人や他児と関わるときの反応（1） 
・慣れない場所での子どもの反応（1） 
・子どもに自信がついた（1） 
 
「「わわかかららなないい」」のの回回答答  
・成長は感じているが、グループの参加が直接的な
理由なのかは分からない(1) 
  

ee..  家家庭庭でで生生かかせせたたこことと  
「「ああっったた」」のの回回答答  
・子どもとの遊び(7) 
・子どもへの声のかけ方(6) 
・子どものほめ方・𠮟𠮟り方(3) 
・家庭における環境設定(2) 
・視覚的な支援(2) 
・子どもと兄弟や父親との遊び(1) 
・子どものお手伝いの取り組み(1) 
・子どもの発音の改善(1) 
・母の心の安定に繋がった(1) 
・父と子どものことが共有できた(1)  
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児から６歳児の高年齢群に分け，各項目で「よ

かった」または「あった」と回答した割合を

Fig.3に示す． 
 Fig.2によると，a. 発達相談の利用が「よか
った」と回答した人が 96％，b. 親子グループ
の参加が「よかった」と回答した人が 91％，d. 
新たな気づきが「あった」と回答した人 83％，
e. 家庭で生かせることが「あった」と回答した
人が 96％と，高い割合を示した． 
 Fig.3によると，2～４歳児の低年齢群と５～
６歳児の高年齢群の回答を比較すると，a.発達
相談の利用や b. 親子グループの参加が「よか
った」と回答した割合は，低年齢群より高年齢

群の方がやや高かった．ｄ. 新たな気づきが「あ
った」と回答した割合も，低年齢群より高年齢

群の方が高く，e. 家庭で生かせることが「あっ
た」と回答した割合は，低年齢群より高年齢群

の方がやや低かった． 
 Table 1 に，各項目における自由記述の回答
を記した．なお，括弧内は回答した人数を示す． 
 「a.発達相談を利用してよかった」の理由で
は「子どもの相談ができて安心した」という意

見が多数あった．発達相談を利用することで，

親自身が子育てに対して安心感をもてたり，子

どもや子どもへの関わり方の理解が深まった

りすることにメリットを感じていることが示

された．一方で「相談したことで子どもに発達

障害があることを認めた気がした」という意見

もあった．「b.親子グループに参加してよかった」
の理由では「子どもの理解が深まった」「子ども

が大人や他児と関わる経験ができた」という意

見が多かった．「c.大変だったことや困ったこと」
の理由では「子どもとの関わり遊びが体力的に

負担である」という意見が多かった．「d.子ども
の新たな気づき」については「子どもの良いと

ころを知ることができた」という意見が多数あ

った．「e.家庭で生かせたこと」については，「子
どもとの遊び」が最も多く，次いで「子どもへ

の声のかけ方や接し方」があがった． 
 
４４．．考考察察  

本研究の調査結果より，A市の発達相談と親
子グループは保護者からは概ね満足感を得ら

れていることが示された．発達相談では，主に

親の安心感や満足感が得られることがメリッ

トとしてあがった．発達相談は個別性が高く，

親のニーズに応じた支援がグループよりも行

いやすい．また，子どもの発達に不安を抱える

親にとって，気軽に相談できる場所の需要が高

いことも示唆された．一方で「相談したことで

子どもに発達障害があることを認めた気がし

た」という意見もあった．井上(2019)2)が述べた

ように，この時期の保護者は多くの葛藤や不安，

ストレスに直面しているため，子どもに対する

さまざまな思いを抱えながら発達相談や親子

グループを利用していることを忘れてはいけ

ないだろう．支援者は長期的な子どもの発達支

援を見据えながら，その瞬間に起こる子どもと

保護者の課題に寄り添うことが求められる．親

子グループでは，親と子ども双方のメリットが

あがった．そのなかでも，複数の大人や他児と

の関わりの中での「気づき」が多かった．この

ことは，グループで支援を行うことのメリット

が反映された結果だと考えられる．坂上・常田

(2022)5)が指摘しているように，現在は保護者自

身が子どもと触れ合う機会が減少していること

から，子どもへの関わり方が分からない保護者

が増えている．そのため，ほかの親の子育てを見

たり，家族以外がわが子に関わる姿を見たりす

ることで，理解を深めたり，スキルを身に着けた

りすることができると述べられている．発達相

談と親子グループそれぞれの意義を考慮しつつ，

個のケースに応じた支援と，グループのダイナ

ミクスを生かした支援を調和させながら，包括

的な支援を目指せるとよいだろう． 
低年齢児群と高年齢児群の比較では，低年齢

児をもつ保護者に比べ高年齢児の保護者の方

が発達相談や親子グループの満足度はやや高

く，子どもに新たな気づきがあったと回答した

割合もやや高かった．一方で，高年齢児に比べ

低年齢児の方が，発達相談や親子グループを経

て，家庭で生かせるものがあったと答えた割合

がやや高かった．この結果は，保護者の心理的

な安定度が関係していると考えられる．低年齢

児の保護者は，育児経験が浅く，子どもの理解

が不十分だったり，関わり方に不安や葛藤を抱

いたりする割合が大きいことが考えられる．そ

のため，発達相談を利用したり，親子グループ

に参加したりする保護者の心理的な安定度は，

高学齢児の保護者に比べて下がることが推測

される．保護者の心理状態が安定していないと，

子どもの新たな気づきは発見しにくい．特に子 
どものよいところや成長については，問題行動

よりも気づきにくい．そのなかで求められるの

は「今すぐ家庭で実践できる遊びや支援方法」

なのだろう．個に応じた具体的な関わり方を知

ることで，保護者の育児に対する負担は軽減さ

れ，Legerstee(2005)3)が述べたように，母子間
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の情緒的な関わりや社会的相互作用が促進さ

れると考える．低年齢児の場合，子どもの発達

において良好な母子関係がより重要になる．発

達相談や親子グループでは，まず母子のアセス

メントを行い，母の現在の子どもの理解や接し

方，困っていることや不安に思っていることな

どを把握した上で，子どものよいところやよい

関わりを母と共有していくことが大切である．

また，この結果は，発達支援事業の利用におけ

る早期化の課題にも関連している．情報が溢れ

る現代において，支援者は，低年齢児の保護者

に対して，その子にとって必要な正しい情報を

提供していくことが求められる．また保護者も，

発達支援事業を上手に活用しながら，子どもと

しっかり向き合い，育児に対する知識や技術を

身につけ，親としての自己効力感を高めていく

ことが大切である． 
一方，高年齢児になると，ある程度子どもや

関わり方の理解も深まり，母親自身も少し子育

てに余裕が生まれてくる．そうなることで，子

どもの良いところにも気づきやすくなると考

える．一方で，高年齢児ならではの課題も出現

してくる．例えばきょうだい児との関わりや就

園先での集団や対人面での課題，就学先につい

て等があげられる．高学齢児の保護者には，子ど

ものよいところと同時に，家庭以外の集団場面

の課題も共有し，適切な支援や今後の方向性に

ついて検討し助言していくことが重要になる． 
 発達障害の早期発見・早期支援が求められる

ようになったことで，民間の児童発達支援事業

も拡大している．そのなかで，行政が取り組む

べきことをより明確にしていくことが求めら

れている．A市では，児童福祉法等の一部を改
正する法律(令和４年法律第 6 6 号)を受けて，
令和７年度に「子育て/健康複合施設」を開設す
る計画が進んでいる．この施設は，全市に関わ

る子育て支援機能を集約した途切れのない安

心した子育てを支える拠点となる．具体的には，

Fig.1 で示したＡ市における発達支援システム
の中で，市が運営している事業すべてが一つの

施設に集約されることとなる．市の発達支援事

業に関わる構成員が相互に協力し，一体となっ

て子ども子育て支援を推進することが求めら

れている．ここで未就学児を対象とする発達支

援事業に求められることは，まさに支援の入り

口であることの自覚を持ち，子どものアセスメ

ントや保護者対応をより丁寧に行っていくこ

とであると考える．民間の発達支援事業が充実

してきたことで，行政に頼らなくても自身で支

援の糸口を見出せる保護者が出てきた一方で，

事業が充実したことで「どの支援を利用すれば

よいのか」と，迷う保護者も出てきている．ま

た，家庭環境や保護者の事情で，自力では支援

に繋がれない家庭も多い現状もある．そのよう

ななかで，行政はあらゆる家庭や保護者に対応

できる受け皿のような役割を担っていると考

える．途切れ隙間のない支援を目指し，市内外

の関係機関との連携も最重要事項である． 
 新型コロナウイルス感染症は，子どもや保護

者，そして支援者にも大きな影響を与えること

になった．A市の発達支援事業も，2020年４月
には職員が交代勤務を行ったり，相談者の来所

制限，親子グループの中止等の対応をとってき

た．現在は感染症対策に配慮しながら，少しず

つコロナと共に歩んでいく体制になりつつあ

る．また，これを機に市の新たな発信手段とし

て LINE等の活用も始まった．保護者アンケー
トでは「他児との関わりの補償」を願う意見も

あった．発達に課題のある子どもをもつ親は，

公共施設や子育てひろばなどに行きにくさを

感じる傾向にある．まして人数制限があれば尚

更である．発達相談や親子グループは，子ども

と保護者が安心して他児と関わったり相談で

きたりする場を提供する役割を担っている．田

中(2022)6)は，コロナ渦に支援者に求められる

こととして「大切なのは子どもが日々の生活を

ふつうに営むことである．生活の質を維持し，

それを継続させること，そして，大人や社会，

そして子ども同士の関係性を途切れさせない

ことである」と，述べている．方法や内容を工

夫しながら，子どもや保護者との対話を継続し

ていくことが大切である． 
 今回アンケートに協力いただいた保護者は，

子どもの発達の支援に積極的に取り組まれ，A
市の取り組みに対しても協力的である保護者

が大半を占めていた．一方で発達相談を利用し

ている保護者の中には，家庭や仕事，経済上の

課題や，自身の身体や心理的な課題を抱えてい

る人も多い．そのような保護者には，子どもの

発達支援より先にそれらの課題の解消・解決が

優先されたり，発達支援と同時に行われたりす

る場合もある．芦澤(2006)1)が述べているよう

に，発達支援を必要とする親子のケースが複雑

化している現状がある．そのため，個別のケー

スに応じた柔軟な対応や関係機関との連携が

求められる． 
 本研究では，現在の発達支援を取り巻く社会

情勢と，実際に発達支援を利用されている保護
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者の生の声を照合しながら，今後の発達支援の

展望について検討を行った．その結果，誰もが

必要としている支援を受けることができる施

設やシステムの構築と運用というハード面と，

個に応じたきめ細やかな支援というソフト面

の両者の充実が求められることが示唆された．

昨今ヤングケアラーや父親の育休制度につい

ても注目が集まっている．今後は母子だけでは

なく，父親やきょうだい児への支援の在り方に

ついても検討していきたい．
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